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Promois®の REACH における位置づけに関するご案内 

 
 
2007年 6 月 1日に EU新化学品規制 REACH （Registration, Evaluation, Authorisation 

and Restriction of Chemicals） が施行されました．REACH は，EU で製造または EU に輸入さ
れる全ての化学物質が同規則の下に登録されることを要求しており，未登録の化学物質は製造や輸

入，流通が禁止されています．弊社は，REACH 規則を尊重・遵守し，EU におけるこの新しい規則

の下でもお客様が安心して Promois®をご利用いただけるように努めております． 
 
タンパク質加水分解物は REACH 規則第 3 条 5 項に該当していれば，化学修飾された天然ポリ

マーであると見なされます．この場合，天然ポリマー由来のモノマー単位（例えば，アミノ酸）は，「単離

されない中間体」とみなされるので，登録の必要がございません（参考資料：「Frequently Asked 
Questions on REACH by Industry, Version 2.3, 2008 年 11 月 6 日」 の 6.3.11 項，
http://echa.europa.eu/doc/reach/reach_faq.pdf）． 

 
Promois®の主成分はタンパク質加水分解物です．弊社のタンパク質加水分解物は同規則第 3 条

5 項に該当しているため，化学修飾された天然ポリマーに該当し，登録の必要がございません．なお，
タンパク質加水分解物を誘導体化するために使用している化学物質や添加剤で登録の必要があるも

のに関しましては，供給元と協力し，サプライチェーンの責任の下で REACH 規則を遵守するように

努めて参ります． 
 
これらの件に関しまして，何かご不明な点がございましたら，下記の REACH 対応窓口までご連絡

ください． 
REACH対応窓口 ： 営業部 永 尾 聖 司 
TEL：072-987-2626 ／ FAX：072-987-2072 
E-mail: nagao_seiji@seiwakasei.co.jp 
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